
○えびの市電子入札実施要綱 

令和３年２月３日 

えびの市告示第１９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、えびの市財務規則（昭和４７年えびの市規則第２号。以下「財務規

則」という。）第１２１条の２第２項の規定に基づき、電子入札の実施に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。 

（２） 電子入札システム 入札に係る手続きのうち、入札案件の登録から落札者の決

定までの一連の手続きをコンピュータ及びインターネットを使用して処理する電子情

報処理組織をいう。 

（３） 入札書 入札に必要な事項を記録した電磁的記録をいう。 

（対象業務） 

第３条 電子入札システムにより入札を行うことのできる業務は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１） 建設工事 

（２） 測量 

（３） 建築関係コンサルタント業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める案件 

（公告等） 

第４条 市長は、電子入札を行う場合において、財務規則第１１８条第１項の規定による

公告又は財務規則第１３３条の規定による通知（以下「公告等」という。）をするとき

は、財務規則第１１９条第１号から第８号まで（財務規則第１３３条の規定による通知

の場合にあっては、財務規則第１１９条第１号及び第３号から第５号まで）に掲げる事

項のほか、次に掲げる事項を公告し、又は通知するものとする。 

（１） 電子入札により入札を行うこと。 

（２） 電子入札に必要な電子データ 

（３） 前号に規定する電子データの提出方法及び提出期限 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 



２ 前項の通知は、電子入札システムにより指名競争入札通知書（別記様式第１号）を送

付して行うものとする。ただし、同項の通知を電子入札システムにより行うことが困難

な場合は、書面によることができる。 

（入札参加届出） 

第５条 電子入札による一般競争入札又は条件付一般競争入札に参加しようとする者は、

電子入札システムにより入札参加届出書（入札参加資格確認申請書）（別記様式第２号。

以下「入札参加届出書」という。）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する入札参加届出書が提出されたときは、電子入札システムによ

り入札参加届出書受付書（入札参加資格確認申請書受付通知書）（別記様式第３号）を

当該提出した者に送付するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定の入札参加届出書を提出した者の入札参加資格を確認したとき

は、電子入札システムにより入札参加届出書受理通知書（入札参加資格確認結果通知書）

（別記様式第４号）を当該提出した者に送付するものとする。 

４ 市長は、電子入札による一般競争入札又は条件付一般競争入札に参加しようとする者

が次の各号のいずれかに該当する場合は、第１項の規定にかかわらず、入札参加届出書

を書面により提出させることができる。この場合において、当該届出書の提出期限は、

電子入札システムにおける提出期限と同一とする。 

（１） 書面による入札を希望する場合 

（２） コンピュータ、インターネット又はＩＣカードの不具合等により電子入札が困

難である場合 

（３） その他やむを得ない事由があると認められる場合 

５ 市長は、前各項の規定にかかわらず、入札参加届出書の提出が必要ないと認めるとき

は、これを提出させないで電子入札を執行することができる。 

（予定価格の登録） 

第６条 市長は、開札の前に、財務規則第１２０条第１項に規定する予定価格書に記載さ

れた予定価格を電子入札システムに登録するものとする。 

（入札書の提出等） 

第７条 電子入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、入札書（別

記様式第５号）に記載すべき入札金額その他所定の情報を電子入札システムに登録する

ことにより、入札書の提出を行うものとする。 

２ 入札書の提出期限は、公告等により市長があらかじめ指定した期限とする。 

３ 市長は、第１項の規定による登録がなされたときは、電子入札システムにより入札書

受付確認通知書（別記様式第６号）を送付するとともに、入札書の提出期限後に電子入

札システムにより入札書受付締切通知書（別記様式第７号）を入札参加者に送付するも

のとする。 

（書面による入札書の提出） 



第８条 市長は、入札参加者が第５条第４項各号のいずれかに該当する場合は、前条第１

項の規定にかかわらず、入札書を書面により提出させること（「以下「紙入札」とい

う。）ができる。この場合における手続きは、財務規則に定めるもののほか、市長が別

に定めるところによる。 

（入札の辞退等） 

第９条 入札参加者は、入札書の提出期限前においては、当該入札をいつでも辞退するこ

とができる。 

２ 入札参加者は、前項の規定により当該入札を辞退する場合は、電子入札システムによ

り辞退届（別記様式第８号）を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない

と認められる場合は、書面により辞退届（別記様式第９号）を提出することができる。 

３ 市長は、前項の規定により辞退届が提出されたときは、電子入札システムにより辞退

届受付確認通知書（別記様式第１０号）を送付するものとする。 

４ 市長は、入札書の提出期限までに入札書の提出が確認できない入札参加者がある場合

は、当該入札参加者を辞退したものとみなす。 

５ 市長は、入札書を提出した後に当該入札に係る参加資格を失った入札参加者がある場

合は、電子入札システムに当該入札参加者の入札無効の登録をするものとする。 

（開札） 

第１０条 市長は、第８条の規定により紙入札を行った入札参加者がある場合は、入札書

の提出期限後に、当該入札書に記載された入札金額その他所定の情報を電子入札システ

ムに登録するものとする。 

２ 市長は、入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認められるときは、立

会人を置かずに、電子入札システムにより開札を行うものとする。 

３ 市長は、前項の規定にかかわらず、入札参加者が立会いを希望する場合は、その者を

立ち会わせることができる。この場合において、立合いを希望する者は、開札の前日ま

でに申し出るものとし、立会いを希望する者が複数あるときは、抽選により立会人１人

を定め、その者に立ち会わせるものとする。 

４ 市長は、財務規則第１２６条第１項（財務規則第１３４条において準用する場合を含

む。）及びえびの市建設工事最低制限価格等に係る事務処理要綱第５条の規定により最

低制限価格を設定したときは、開札の前に電子入札システムに登録するものとする。 

５ 開札は、財政課において行うものとする。ただし、第８条の規定により紙入札による

入札参加者がある場合又は立会いを希望する者がある場合においては、えびの市指名競

争入札執行要綱（平成２３年えびの市告示第９８号）第３条に規定する入札執行者があ

らかじめ指定する場所で行うものとする。 

（入札の執行取消し） 

第１１条 市長は、入札書の提出期限前に入札の執行を取り消す場合は、電子入札システ

ムにより中止通知書（別記様式第１１号）を次に掲げる者に送付するものとする。 



（１） 一般競争入札又は条件付一般競争入札にあっては、入札参加届出書を提出した

者 

（２） 指名競争入札にあっては、第４条第１項の通知を受けた者 

２ 市長は、入札書の提出期限後に入札の執行を取り消す場合は、電子入札システムによ

り入札（見積合わせ）執行取消通知書（別記様式第１２号）を前項各号に掲げる者に送

付するものとする。 

（再度の入札） 

第１２条 市長は、開札の結果、落札者となるべき者がいなかったときは、第４条の規定

により通知した指名競争入札通知書（別記様式第１号）において、再入札有とした場合

にのみ再度の入札を行うものとする。 

２ 再度の入札の実施にあたっては、電子入札システムにより再入札通知書（別記様式第

１３号）を送付し、入札参加者に再入札書（別記様式第１４号）を提出させるものとす

る。 

３ 再度の入札回数は、１回とする。 

４ 市長は、初度の入札に参加しなかった者及び初度の入札が無効又は失格となった者を

再度の入札に参加させないものとし、その旨を入札に参加する者に明らかにしておかな

ければならない。 

（落札） 

第１３条 市長は、落札者が決定したときは、電子入札システムにより落札決定通知書

（別記様式第１５号）を落札者に送付するものとする。 

２ 市長は、落札者の決定を保留する場合（条件付一般競争入札において資格確認のため

に決定を保留する場合を除く。）は、電子入札システムにより落札決定保留通知書（別

記様式第１６号）を落札者に送付するものとする。 

（くじ引きによる落札者の決定） 

第１４条 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の９（同令第１６７条の１３において

準用する場合を含む。）の規定によるくじ引きを電子入札システムにより行うものとす

る。 

２ 前項に規定するくじ引きを電子入札システムにより行うことが困難な場合は、市長が

指定する日時及び場所において、電子入札システム以外の方法によりくじ引きを行うも

のとする。 

（開札承認登録） 

第１５条 市長は、開札を行ったときは、電子入札システムに開札承認の登録を行い、開

札承認結果（別記様式第１７号）により入札の経過を明らかにしておくものとする。 

（入札の効力） 



第１６条 市長は、財務規則第１２３条各号に掲げる入札のほか、次の各号のいずれかに

該当する入札は無効とする旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。 

（１） 第８条の規定による手続を経ないで提出のあった書面による入札書 

（２） 同一の案件において電子入札と紙入札の双方を行った入札 

（３） 予定価格を事前に公表している場合において、入札金額が当該予定価格を上回

る入札 

（４） 前３号に掲げるもののほか、電子入札に関する条件に違反した入札 

（随意契約における準用） 

第１７条 この告示の規定は、電子入札システムにより随意契約の見積合わせを行う場合

に準用する。 

２ 前項の場合において使用する様式は、次の表の左欄に掲げる書類の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定めるところによる。 

（１）見積依頼書 別記様式第１８号 

（２）見積書 別記様式第１９号 

（３）見積書受付確認通知書 別記様式第２１号 

（４）見積書受付締切通知書 別記様式第２１号 

（５）辞退届 別記様式第 ８号 

（６）書面による辞退届 別記様式第 ９号 

（７）辞退届受付確認通知書 別記様式第１０号 

（８）中止通知書 別記様式第１１号 

（９）見積合わせ執行取消通知書 別記様式第１２号 

（１０）随意契約決定通知書 別記様式第２２号 

（１１）開札承認結果 別記様式第１７号 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 


